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地方交付税算定の現状と課題 

―
 2010年度算定にみる算定構造の空洞化 

― 

 

 

飛 田 博 史 

 

 

 本稿は2010年度の地方財政計画および地方交付税算定結果を踏まえたうえで、2000年度

以降のさまざまな地方交付税改革の流れのなかでこれをとらえ直し、今日の地方交付税算

定の特徴と課題を明らかにすることを目的としている。 

 考察の流れは、第１章において2010年度の地方財政対策および地方交付税の算定結果の

内容と特徴を整理する。第２章ではこれを踏まえて2000年度以降の基準財政需要額の算定

動向を詳細に検証し、全体の流れのなかでみた2010年度の位置づけおよびその意義を明ら

かにする。最後の第３章では検証結果を踏まえ、今後の財源保障、算定のあり方を展望する。 

 

 

 第１章 2010年度の算定結果について 

 

１ 2010年度の地方財政対策を振り返る 

  ◆ 過去最大の財源不足 

    政権交代後、初の地方財政計画（以下「地財計画」と呼ぶ）となった2010年度は、

リーマンショックにともなう経済状況悪化を背景に、財源不足は18兆2,168億円

（前年度比7.4％増）と過去最大に達し、これに対する主な地方財政対策（以下

「地財対策」と呼ぶ）として以下の財源補てんが講じられた。 

 
 
● 国の別枠加算を含む一般会計加算               ７兆6,291億円 

● 財源対策債の発行                       １兆  700億円 

● 臨時財政対策債の発行（過去最大）              ７兆7,069億円 

● 地方交付税法定率分の減額精算（見込みと決算とのかい離是正） 
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 繰り延べ                            6,596億円 

● 地方交付税特別会計借入償還の繰り延べ              7,812億円 

● 交付税特会剰余金の活用                     3,700億円 

 
 

  ◆ 総額確保と別枠加算 

    2010年度の地方財政規模は、2009年11月の事業仕分けで展開された厳しい交付税

批判とは裏腹に、地方財政計画規模、地方交付税総額、一般財源総額、一般歳出総

額いずれにおいても、以下の通り前年度を上回る額を達成した。 

 
 
● 地方財政計画の規模                82兆1,268億円（0.5％減） 

        ＊水準超経費除く             81兆4,768億円（0.2％増） 

● 地方交付税総額                  16兆8,935億円（6.8％増） 

        ＊１兆円以上の増額は1999年度以来 

● 一般財源総額                   59兆4,103億円（0.6％増） 

● 一般歳出総額                   66兆3,289億円（0.2％増） 

 
 

    その要因の一つが約１兆円の別枠加算である。これは地方交付税の加算措置のう

ち、もっぱら国の一般会計負担措置として地方交付税の総額の増額をはかるもので、

地財計画の歳出に「地域活性化・雇用等臨時特例費」9,850億円を計上し、歳入に

おいて同額の地方交付税の加算を行った。 

    この別枠加算という対策は、麻生政権の「地域雇用創出推進費」などで講じられ

た１兆円加算を事実上引き継ぐものであったが、2010年度は前年度の別枠加算の

5,000億円分（その扱いを2010年度に協議する総務・財務大臣覚え書きに基づく）

を残しつつ、さらに別枠加算を行った。 

    地方交付税の算定では基準財政需要額に4,500億円の「雇用対策・地域資源活用

臨時特例費」（以下「臨時特例費」と呼ぶ）が計上され、残りの5,350億円につい

ては通常費目の単位費用に「活性化推進費」として加算された。 

    なお、この別枠加算は単年度限りであったが、2011年度の地財対策では費目名を

「地域活性化・雇用等対策費」として１兆2,000億円が計上され、2013年度まで３

年間にわたり同様の加算を行うこととなった。毎年度の金額については2011年度を

軸に地財対策で決定される。2011年度の普通交付税の算定では１兆2,000億円のう
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ち4,500億円を「雇用対策・地域資源活用推進費」で算定し、残り7,500億円は2010

年度同様に「活性化推進費」として単位費用に反映させる。 

  ◆ 臨時財政対策債の過去最大の発行額と算定方法の見直し 

    2010年度の臨時財政対策債（以下「臨財債」と呼ぶ）の発行可能額は、７兆

7,069億円と前年度を約2.5兆円も上回り過去最大となった。今回は各自治体の発行

可能額の算定方法が見直され、これまでの一律算定ではなく財源不足団体を中心に

追加的な発行額を認める２段階の算定方法になった。 

    2011年度は算定の抜本的な見直しが行われ、この算定方法の見直しは、2011年度

の地財対策で臨財債の発行を交付団体に限定する見直しの布石となっている。 

  ◆ 財源保障の原則論の主張 

    地方交付税総額は、毎年度、地方交付税法における基本ルールとは別に総務・財

務両省の激論による地財対策で決定されている。こうしたいわばお手盛りの要素を

含む仕組みは、地方にとって総務省を折衝の代理人として、一定の財源保障枠を確

保できる一方で、かつての三位一体改革のような想定外の総額削減を被り、財政運

営の安定性を欠くデメリットもある。 

    そうしたなかで、2009年10月の概算要求段階で、三党連立政権合意および民主党

マニフェストを踏まえて、①財源不足は国と地方折半で補てんし、国負担分につい

ては法定率を引き上げたうえで、地方財政に対する予見性を高めるために３年間固

定する②この間の財源不足は臨財債で調整し、地方の自律性を高める③三位一体改

革で削減された自主財源を復元するといった、積極的な財源保障の要求が盛り込ま

れた。これらの点は政権交代の効果ということができるだろう。 

    法定率の引き上げをめぐっては、1966年度の実質的な引き上げ以来、地財対策に

おける旧自治省、旧大蔵省の交渉や地方六団体の要求などにおいて議論はされてき

たが、概算要求段階で明示されたことは注目される。また、法定率を引き上げたう

えで３年間固定し予見性を高めるという中期的な財源保障のあり方は、これまで地

方六団体が要求してきたところであり、いずれも財源保障に関する基本ルールを求

めたものとして評価できる。 

    そのほか、金額を示さない事項要求ではあるが、三位一体改革における所得税の

税源移譲による地方交付税への影響額を復元するなど、三位一体改革以前の状況へ

戻そうとする積極的な総額確保の姿勢もみられる。 

    実際の地財対策では、これらの多くは実現には至らなかったものの、2010年６月
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の中期財政戦略大綱のなかで、2011年度以降３年間にわたり、一般財源総額の水準

を維持することが明記されるなど、安定化という点についてはこうした要求が実現

したとみることができる。 

  ◆ 地方交付税の再算定 

―

 補正予算の成立 

    昨年11月26日に４兆8,513億円（公共事業前倒し分を含むと約5.1兆円）規模の

「緊急総合経済対策」を盛り込んだ2010年度補正予算が成立した。同月16日に衆議

院を通過した予算案は、26日の参議院本会議では否決されたものの、両院総会を経

て、憲法に基づく予算の衆議院優越により成立した。また、予算とセットとなる予

算関連法案（地方交付税法）については公明党の賛成により可決したため、財政関

連については、なんとか政府の面目を保つ結果となった。 

    当初予算ではリーマンショックの影響を織り込み、国税を37兆3,960億円（前年

度比8.7兆円減）と見込んでいたが、企業業績の回復にともなう法人税の増収分を

中心に、２兆2,470億円の上振れ分が見込まれることになった。このため、地方交

付税の法定率分についても2009年度決算の上振れ分とあわせて追加財源が生じた。 

    地方交付税総額の基礎となる国税５税の法定率分は、毎年度の国税の当初見通し

に基づき算定するため、実際に収入された決算とのかい離は後年度に精算を行って

いる。2010年度補正では、2009年度の法定率分の決算上振れ分5,758億円および

2010年度の国税増収見込みによる上振れ分7,368億円をあわせた１兆3,126億円が、

地方交付税の追加財源として生じた。 

    これらについては「地方交付税法等の一部を改正する法律」により、3,000億円

を2010年度の再算定により年度内に再交付し（補正予算等による再算定は10年ぶ

り）、残り１兆126億円は2011年度の地方交付税財源として繰り越された。 

    なお、再算定分については94％相当となる2,820億円を、普通交付税として基準

財政需要額の「臨時特例費」の増額（2516億円）と調整額(１)の復活（304億円）に

反映させ、残り180億円は特別交付税の増額交付とした。 

    普通交付税の再算定結果をみると、道府県分の増加額が1,398億円、市町村分が

1,422億円。各自治体への配分額は道府県で数十億、市町村では数千万から数億と

いった幅である。いずれにしても、これらの算定では格差是正効果が高い「臨時特

例費」が大半を占めることから、相対的に町村等に対して手厚い配分となっている。 

                                                                                 

(１) 全自治体の基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた総額を地財計画により決定され

た地方交付税総額に合わせるために、一律に適用される割落とし率。 
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２ 2010年度普通交付税算定の主な特徴（当初算定） 

(１) 地方交付税総額の決定 

   地方交付税総額は政府の約1.1兆円の別枠加算などを反映して、16兆8,935億円と前

年度比１兆733億円（6.8％）と伸びている。ただし、法定５税の法定率分は９兆

5,530億円、さらに地方交付税特別会計借入金償還や法定率分の国税決算精算分など

を控除した実質額では７兆4,536億円にとどまり、当初見通しとしては、前年度から

約3.5兆円減と総額の半分以下しか確保できない厳しい見通しとなった。ただし、す

でに述べたように結果的には国税の控えめな減収見通しが一部の要因となっている。 

 

(２) 普通交付税算定の特徴 

  ◆ 地方交付税1.1兆円増 

―

 地域活性化・雇用等臨時特例費【資料１】 

    新政権の地財対策の目玉の１つは、やはり「地域活性化・雇用等臨時特例費」の

創設などによる１兆733億円の交付税の増額である。約1.1兆円の増額をめぐっては、

概算要求段階で財務省が否定的な見解を示すなかで、当時の小沢幹事長がこれを重

視したと伝えられており、当時としてはこうした政治主導でなければ地方交付税の

増額は危うかった。 

    別枠加算の内容は先程述べた通りであるが、臨時特例費および活性化推進費とも

地方交付税法の附則第４条に基づき臨時的に措置されたものであり、総額に一時的

なゲタを履かせたに過ぎない。 

    なお活性化推進費として各単位費用に盛り込まれた主な経費は以下の通りである。 

 
 
● 安心して暮らせる地域づくり                 600億円程度 

 （地域の医療確保対策・救急医療等の充実、健康づくり・ 

  疾病予防支援・消防救急体制の強化等） 

● 子育てや高齢者の生活支援                  2,400億円程度 

 （教育環境の充実、少子化対策、高齢者の安心な暮らしの実現等） 

● 産業振興・雇用対策関連分 

  疲弊した地域の活性化                   1,700億円程度 

  緑の分権改革につながる豊かな地域資源の活用         560億円程度 
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    一方、「臨時特例費」の算定は自治体の格差是正に配慮したものとなっている。

総額4,500億円のうち都道府県、市町村でそれぞれ2,250億円が算定され、附則で規

定された単位費用に人口および段階補正を掛け合わせ、さらに都道府県では有効求

人倍率や雇用対策経費、年少者人口割合、高齢者人口割合など、市町村では、第一

次産業就業者比率、雇用対策経費、年少者人口比率、高齢者人口比率などを基礎数

値とした追加補正を加える。こうした格差是正機能が強化された臨時経費の導入は、

麻生政権時代の地域雇用創出推進費でも行われているが、今回はこれを強化したも

のとみることができる。 

  ◆ 臨財債の算定方法の見直し【図表１ 資料２】 

    従来、各自治体の臨財債の発行可能額は交付団体、不交付団体にかかわらず、人

口を測定単位として一律の算定方式で算出されてきたが、2010年度は従来の「人口

基礎方式」に加えて、財政力が低い自治体への臨財債の追加発行額を算定する「財

源不足額基礎方式」が導入された。 

    算定方法は以下の通りである。 

 
 

財源不足額基礎方式による臨財債発行可能額＝Ｄ×（Ｅ／（Ｅ＋Ｆ））×Ｇ×β 

 

Ｄ：控除前財源不足額（人口基礎方式による臨財債発行可能額控除後の基準財政 

           需要額－基準財政収入額） 

Ｅ：財源不足基礎方式による臨財債全国総額 

Ｆ：普通交付税交付基準額の全国総額 

Ｇ：財政力指数（３カ年平均）を用いた補正係数 

β：財源不足基礎方式による臨財債総額に合わせつけるための調整率 

 
 

    財源不足額基礎方式の採用によって、もっぱら財政力の低い自治体に対して発行

額の加算がなされる印象を受けるが、詳細にみると、都市部の自治体においても発

行額が高く算出されるようになっている。そのポイントとなるのが「Ｇ」である。 

    市町村分の普通交付税算定資料で検証すると、図表１にみられるように財政力指

数が高くなるにつれて、補正係数が上昇しているのがわかる。しかも別計算となる

政令市では相対的に高い補正係数となっている。 

    このことから、今回の臨財債の追加措置は、リーマンショックにともない急増す
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る都市部の交付団体について、臨財債

による基準財政需要額の控除を相対的

に大きくすることにより、その交付税

配分を一定程度抑制する一方、地方圏

への配分を確保する機能を果たしてい

るとみなすことができる。 

    人口基礎方式と財源不足基礎方式に

よる発行可能額の各配分は、都道府県

が２兆5,883億円（構成比53.7％）と

２兆2,334億円（46.3％）、市町村が

１兆9,131億円（66.3％）と9,720億円

（33.7％）となっている。 

    なお、臨財債の急増にともなう確実

な資金調達のため、一般市町村につい

ては、原則、財政融資資金あるいは地

方公共団体金融機構資金が地方債計画

を通じて確保される。このうち地方公

営企業等金融機構から改組された地方

公共団体金融機構の資金配分は8,300億円と前年度から3,300億円も増加している。 

  ◆ 地方再生対策費の継続 

    2008年度に創設された地方再生対策費は、2010年度においても引き続き4,000億

円が引き継がれた。そもそも同費目は2008年度の事業税の国税化（地方法人特別税

および譲与税の導入）にともない、当時不交付団体であった東京都と愛知県の税収

減（3,700億円）による水準超経費の削減を相殺するために創設されたもので、交

付・不交付団体あわせて4,000億円が金額の根拠である。 

    しかし、その後、愛知県の交付団体化や東京都の税収減などで水準超経費が減少

するなかで金額の根拠は薄れており、現在ではもっぱら格差是正の算定経費として

地方交付税法附則第５条の２を根拠に「当分の間」として計上されている。 

    なお、2011年度は3,000億円に減少しており、同費目による格差是正効果は縮小

傾向にある。 

 

図表１ 臨財債（財源不足額基礎方式) 
の補正係数の試算     

 

 財政力指数 補正係数(Ｇ) 

0.70 1.74 

0.80 1.96 

0.90 3.18 

政

令

市
1.00 5.4 

0.05 0.04 

0.10 0.06 

0.20 0.12 

0.30 0.22 

0.40 0.36 

0.50 0.54 

0.60 0.76 

0.70 1.02 

0.80 1.48 

0.90 2.14 

1.00 2.85 

そ

の

他

の

市

町

村

1.10 6.61 

 (資料) 市町村の普通交付税算出資料より 

    作成 
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  ◆ 段階補正、数値急減補正の充実【図表２】 

    小泉政権下では、三位一体改革による地方交付税の実質5.1兆円の削減のほか、

段階補正などを中心に補正係数の引き下げが行われた。 

    地方自治体側はこうした改革の結果、質、量ともに財政調整機能が低下したとし

て、地方交付税の復元増額を求めて度重なる要求を国に行ってきた。たとえば2009

年11月19日の全国知事会地方交付税問題小委員会の「地方交付税の復元・増額に関

する提言」では、地域間格差是正機能を復元し、また、これまで削減されてきた地

方交付税の増額を求めている。 

    こうした地方側の要求などを背景に、2010年１月の総務省の自治財政局財政課事

務連絡では、段階補正および人口急減補正についてその一部を復元することが明ら

かにされた。これらの見直しが、いかなる経緯で盛り込まれたのかは不明であるが、

これまでの地方側の要求が反映された点は注目される。 

    段階補正については2002年から2004年度にわたり2,000億円が削減されたといわ

れており(２)、2010年度はその３分の１に相当する700億円を増額することになった。

算定方法は主に標準団体の測定単位（人口であれば10万人）よりも小さい自治体に

ついて割増率を引き上げ、さらに、割増率の上限値を引き上げている。 

    社会福祉費を例に2010年度の人口段階別の段階補正を試算したものが図表２であ

る。10万人未満のすべての人口段

階において前年度よりも係数が上

昇し、上限値もあわせて引き上げ

られている。 

    段階補正の適用費目数は2010年

度で道府県、市町村とも15費目と

比較的多いことから、人口規模の

小さい自治体における基準財政需

要額のプラスの効果が期待できる。 

    一方、人口急減補正は、以前は

過去20年間の人口の減少率と過去

５年間の減少率のうち係数の大き

                                                                                 

(２) 当時の総務省の試算ではそのように説明されていた。 

図表２ 社会福祉費の段階補正係数の比較 

 

測定単位（万人) 2009 2010 

150 0.851 0.843 

50 0.893 0.888 

30 0.922 0.917 

10 1.000 1.000 

３ 1.070 1.093 

２ 1.110 1.140 

1.2 1.177 1.213 

0.8 1.275 1.315 

0.5 1.404 1.450 

上 限 値 1.490 1.540 

 (資料) 前掲「算出資料」より作成 
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い方を補正係数の計算に適用していたが、2005年度に簡素化の目的から前者の算定

は廃止された。今回の見直しでは従来の方法を再び採用し、中長期の人口減少が著

しい自治体への配分に配慮し、おおむね200億円程度を地域振興費で算定する。 

  ◆ 頑張る地方応援プログラムの終了 

    2007年度から３年間にわたり、地方自治体の地域活性化施策に対して財政支援を

講じる「頑張る地方応援プログラム」プロジェクトが立ち上がり、その一環として

普通交付税では「インセンティブ算定」（成果指標に基づく割増算定）が導入され

た。プロジェクトは2009年度で終了し、2010年度から2012年度にかけて普通交付税

の算定について激変緩和措置が講じられる。2010年度は2009年度算定結果に0.5を

乗じて算出している。 

  ◆ 都市部における交付団体の急増 

    2010年度はリーマンショックの影響が本格化し、都市部を中心に交付団体が急増

した。不交付団体数でみると、都道府県では引き続き東京都の１団体。市町村（特

別区除く）では、合併算定替え交付団体（一本算定では不交付団体）を含む74団体

（前年度151団体）と前年度に比べ半減している。不交付団体が延べ75団体まで落

ち込んだのは、1980年度の65団体以来のことである。 

    この結果、不交付団体の人口における比率は2008年度の29.5％をピークに、2009

年度は27.5％、さらに2010年度は12.7％まで低下している。 

 

(３) 普通交付税算定基礎の特徴 

  ◆ 単位費用の状況【図表３－１・図表３－２ 図表４】 

    基準財政需要額は地方交付税法および政省令に基づき規定される単位費用、測定

単位、補正係数を掛け合わせて算定される。このうち全国的な基準財政需要額の動

向を実質的に決定するのは単位費用である。単位費用は、道府県、市町村の標準団

体（道府県算定では人口170万人、面積6,500、市町村算定では人口10万人、面積

160）に要する標準的行政の経費総額（一般財源充当総額）を費目ごとに積算し、

これを測定単位で除して算出される。 

    2010年度の各費目（公債費を除く）の単位費用のうち前年度比プラスとなった費

目数は、道府県分では30費目（前年度18費目）、市町村分では33費目（前年度23費

目）とほとんどの費目で増加している。 

    図表３－１・図表３－２で詳細にみると「コンクリートから人へ」という政府の
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政策方針を反映して、道府県、市町村のいずれにおいても、道路橋りょう費、港湾

費などの投資的経費関連の個別算定経費は前年度比マイナスとなる一方で、道府県

では社会福祉費、各産業経済費、地域振興費、市町村では小中学校費、社会福祉費、

保健衛生費、農業行政費、商工行政費、徴税費、戸籍住民基本台帳費で２ケタの伸

びを示している。これは過去３年間の増加費目数や伸び率で比較しても顕著な伸び

である。 

    その主な要因として大きく寄与しているのが、別枠加算である活性化推進費であ

る。道府県では延べ14費目、市町村では延べ15費目について同経費が加算されてお

り、多くの行政費目における需要額の水準を押し上げている。 

    これに加えて、臨時特例費の新設、子ども手当などの新制度による追加、社会保

障費の自然増なども寄与している。 

    また、個別の対策としては、包括算定経費において人口を測定単位とする経費の

一部を面積に移行させている点は注目される。この見直しは２年続けて行われてい

るものであり、外形的な測定単位の経費を充実させることで、人口が減少傾向にあ

る自治体においても安定した財政需要額が確保される。 

    なお、単位費用の増減要因については図表４の通りである。 
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図表３－１ 単位費用の状況（道府県分） 

    （円) 伸 び 率 

費   目 測定単位 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

警   察   費 警 察 職 員 数 8,952,000 9,070,000 9,191,000 －0.5％ 1.3％ 1.3％ 

道 路 の 面 積 153,000 161,000 153,000 －5.0％ 5.2％ －5.0％ 
道 路 橋 梁 費

道 路 の 延 長 2,388,000 2,287,000 2,167,000 －1.9％ －4.2％ －5.2％ 

河 川 費 河 川 の 延 長 143,000 174,000 180,000 －5.3％ 21.7％ 3.4％ 

係留施設の延長 31,600 30,400 30,500 －5.4％ －3.8％ 0.3％ 
港湾費（港湾)

外郭施設の延長 6,410 6,300 6,130 1.9％ －1.7％ －2.7％ 

係留施設の延長 12,800 12,800 12,700 －0.8％ 0.0％ －0.8％ 
港湾費（漁港)

外郭施設の延長 6,120 6,230 6,070 －1.4％ 1.8％ －2.6％ 

土
 
木
 
費
 

その他の土木費 人  口 1,660 1,660 1,760 －0.6％ 0.0％ 6.0％ 

小 学 校 費 教 職 員 数 6,494,000 6,533,000 6,755,000 0.0％ 0.6％ 3.4％ 

中 学 校 費 教 職 員 数 6,552,000 6,583,000 6,807,000 0.6％ 0.5％ 3.4％ 

教 職 員 数 7,289,000 7,266,000 7,475,000 －0.4％ －0.3％ 2.9％ 
高 等 学 校 費

生 徒 数 62,900 63,900 68,100 －4.6％ 1.6％ 6.6％ 

教 職 員 数 6,495,000 6,615,000 6,706,000 1.3％ 1.8％ 1.4％ 
特別支援学校費

学 級 数 2,352,000 2,341,000 2,543,000 －1.8％ －0.5％ 8.6％ 

人  口 1,850 1,800 1,920 －4.1％ －2.7％ 6.7％ 

高等専門学校及び

大学の学生の数
245,000 227,000 248,000 －4.3％ －7.3％ 9.3％ 

教
 
育
 
費
 

その他の教育費

私立の学校の幼児､

児童及び生徒の数
242,800 250,200 258,400 0.5％ 3.0％ 3.3％ 

生 活 保 護 費 町 村 部 人 口 6,630 6,840 7,430 0.5％ 3.2％ 8.6％ 

社 会 福 祉 費 人  口 9,330 9,340 10,800 5.4％ 0.1％ 15.6％ 

衛 生 費 人  口 10,800 11,300 12,200 －5.3％ 4.6％ 8.0％ 

6 5歳以上人口 45,500 46,400 49,200 －1.1％ 2.0％ 6.0％ 
高齢者保健福祉費

7 5歳以上人口 91,000 96,000 97,400 37.7％ 5.5％ 1.5％ 

厚
生
労
働
費
 

労 働 費 人  口 554 548 607 －1.9％ －1.1％ 10.8％ 

農 業 行 政 費 農 家 数 108,000 106,000 117,000 －3.6％ －1.9％ 10.4％ 

公有以外の林野の面積 4,520 4,500 4,970 －2.8％ －0.4％ 10.4％ 
林 野 行 政 費

公有林野の面積 11,300 14,300 15,200 0.0％ 26.5％ 6.3％ 

水 産 行 政 費 水 産 業 者 数 287,000 284,000 313,000 －0.3％ －1.0％ 10.2％ 

産
業
経
済
費
 

商 工 行 政 費 人  口 2,070 2,130 2,340 －1.9％ 2.9％ 9.9％ 

徴 税 費 世 帯 数 7,980 7,180 7,280 2.3％ －10.0％ 1.4％ 

恩 給 費 恩給受給権者数 1,227,000 1,175,000 1,221,000 0.2％ －4.2％ 3.9％ 

総
務
費
 地 域 振 興 費 人  口 629 614 731 0.0％ －2.4％ 19.1％ 

地 方 再 生 対 策 費 人  口 1,300 1,300 1,300 皆 増 0.0％ 0.0％ 

地域雇用創出推進費 人  口  2,130 皆 増 皆 減 

雇用対策･地域資源活用臨時特例費 人  口  680  皆 増 

人  口 11,860 11,330 12,170 －4.3％ －4.5％ 7.4％ 
包 括 算 定 経 費

面  積 1,130,000 1,148,000 1,218,000 1.4％ 1.6％ 6.1％ 
 
(資料) 地方財務協会『地方財政』2008年～2010年、各年５月号より作成 

＊表中の網掛けは前年度比マイナスとなった項目 
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図表３－２ 単位費用の状況（市町村分） 

    （円) 伸 び 率 

費   目 測定単位 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

消   防   費 人 口 10,600 11,000 11,400 1.0％ 3.8％ 3.6％ 

道 路 の 面 積 81,200 80,900 83,500 －4.9％ －0.4％ 3.2％ 
道 路 橋 梁 費

道 路 の 延 長 262,000 252,000 230,000 －4.4％ －3.8％ －8.7％ 

係留施設の延長 30,900 28,900 30,000 －6.9％ －6.5％ 3.8％ 
港湾費（港湾)

外郭施設の延長 6,410 6,300 6,130 21.2％ －1.7％ －2.7％ 

係留施設の延長 12,800 12,800 12,600 －0.8％ 0.0％ －1.6％ 
港湾費（漁港)

外郭施設の延長 4,810 4,830 4,710 －1.4％ 0.4％ －2.5％ 

都 市 計 画 費 都市計画区域における人口 1,120 1,080 1,100 －2.6％ －3.6％ 1.9％ 

人 口 620 623 635 －2.5％ 0.5％ 1.9％ 
公 園 費

都市公園の面積 37,300 37,500 37,800 －5.3％ 0.5％ 0.8％ 

下 水 道 費 人 口 100 100 100 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

土
 
木
 
費
 

その他の土木費 人 口 1,930 1,930 2,010 －1.5％ 0.0％ 4.1％ 

児 童 数 39,600 41,100 43,400 －2.9％ 3.8％ 5.6％ 

学 級 数 824,000 834,000 930,000 －3.4％ 1.2％ 11.5％ 小 学 校 費

学 校 数 8,672,000 8,659,000 9,490,000 3.4％ －0.1％ 9.6％ 

生 徒 数 36,500 38,300 42,400 －1.4％ 4.9％ 10.7％ 

学 級 数 1,040,000 1,091,000 1,215,000 －2.6％ 4.9％ 11.4％ 中 学 校 費

学 校 数 9,329,000 9,306,000 9,972,000 3.2％ －0.2％ 7.2％ 

教 職 員 数 7,263,000 7,280,000 7,504,000 －1.5％ 0.2％ 3.1％ 
高 等 学 校 費

生 徒 数 72,500 72,800 79,400 －3.3％ 0.4％ 9.1％ 

人 口 5,370 5,240 5,300 －4.1％ －2.4％ 1.1％ 

教
 
育
 
費
 

その他の教育費
幼稚園の幼児数 332,000 340,000 362,000 －4.6％ 2.4％ 6.5％ 

生 活 保 護 費 市 部 人 口 6,610 6,970 7,500 0.5％ 5.4％ 7.6％ 

社 会 福 祉 費 人 口 15,200 15,400 17,400 2.7％ 1.3％ 13.0％ 

保 健 衛 生 費 人 口 4,060 4,460 5,920 －2.4％ 9.9％ 32.7％ 

6 5歳以上人口 69,400 70,700 68,700 －2.5％ 1.9％ －2.8％ 
高齢者保健福祉費

7 5歳以上人口 79,700 86,300 88,400 20.6％ 8.3％ 2.4％ 

厚
 
生
 
費
 

清 掃 費 人 口 5,760 5,650 5,810 －2.0％ －1.9％ 2.8％ 

農 業 行 政 費 農 家 数 82,500 85,300 94,200 －4.1％ 3.4％ 10.4％ 

林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 245,000 253,000 266,000 －3.2％ 3.3％ 5.1％ 

産
業

経
済
費

 商 工 行 政 費 人 口 1,210 1,330 1,490 －1.6％ 9.9％ 12.0％ 

徴 税 費 世 帯 数 6,330 6,160 7,050 －0.8％ －2.7％ 14.4％ 

戸 籍 数 1,610 1,580 1,630 0.0％ －1.9％ 3.2％ 
戸籍住民基本台帳費

世 帯 数 2,420 2,420 2,670 －5.1％ 0.0％ 10.3％ 

人 口 1,910 2,020 2,200 3.2％ 5.8％ 8.9％ 

総
 
務
 
費
 地 域 振 興 費

面 積 1,105,000 1,107,000 1,217,000 －0.2％ 0.2％ 9.9％ 

人 口 1,670 1,670 1,670 皆 増 0.0％ 0.0％ 
地 方 再 生 対 策 費

耕地及び林野面積 1,210 1,210 1,210 皆 増 0.0％ 0.0％ 

地域雇用創出推進費 人 口  1,840 皆 増 皆 減 

雇用対策･地域資源活用臨時特例費 人 口  526  皆 増 

人 口 22,600 21,830 22,410 －2.7％ －3.4％ 2.7％ 
包 括 算 定 経 費

面 積 2,334,000 2,376,000 2,562,000 －1.0％ 1.8％ 7.8％ 

(資料) 前掲『地方財政』2009年５月号、2010年５月号より作成 

＊表中の網掛けは前年度比マイナスとなった項目 
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図表４ 単位費用の主な増減理由 

 
  主 な 増 減 理 由 

警察費（警察職員数） 給与算入率の充実 
道路橋りょう費（道路面積） 維持管理にかかる直轄事業負担金の廃止 
道路橋りょう費（道路延長） 
港湾費（港湾・外郭施設の延長）
港湾費（漁港・外郭施設の延長）

国の予算および地財計画における投資的経費の削減 

港湾費（港湾・係留施設延長） 海上人命安全条約にもとづく港湾施設保安設備の維持管理費の増加 
河川費 維持管理費の充実 
小・中学校費 活性化推進特例費の計上、外部人材活用事業等の充実 
高等学校費（教職員数） 活性化推進特例費の計上 
高等学校費（生徒数） 活性化推進特例費の計上 
特別支援学校費 活性化推進特例費の計上、標準団体の職員数の充実 
その他の教育費 活性化推進特例費の計上、私立学校助成単価の充実等 
生活保護費 扶助費の増加（扶助単価等の改定）、ケースワーカー増員 
社会福祉費 活性化推進特例費の計上、子ども手当の創設にかかる経費 

衛生費 
活性化推進特例費の計上、健康推進事業費等に要する経費の高齢者保
健福祉費からの移し替え、国保会計負担金の増加 

高齢者保健福祉費（65歳以上人口) 活性化推進特例費の計上、介護給付金負担金の増加 
高齢者保健福祉費（75歳以上人口) 介護給付金負担金の増加、後期高齢者医療給付費負担金の増加 
労働費 活性化推進特例費の計上 
農業行政費 活性化推進特例費の計上、米トレーサビリティ法に基づく行政費の追加 
林野行政費（公有以外の林野の面積) 活性化推進特例費の計上、有害鳥獣駆除にかかる事業費充実 
林野行政費（公有の林野の面積） 公有林における作業道の整備経費の増加 
商工行政費 活性化推進特例費の計上 
徴税費 所得税確定申告書データ連携にともなうシステム経費 
地域振興費 活性化推進特例費の計上 
雇用対策・地域資源活用臨時特例費 新 設 

包括算定経費（人口） 
環境保全対策費の一部を面積を測定単位とする同経費に移行、地財計
画に基づく定員合理化等による職員減員、少子化対策経費の拡充 

道
 
 
府
 
 
県
 

包括算定経費（面積） 包括算定経費（人口）からの経費移行 
消防費 活性化推進特例費の計上、給与算入率の充実、救急関連経費の充実 
道路橋りょう費（道路延長） 
港湾費（港湾・外郭施設の延長）
港湾費（漁港・外郭施設の延長）

国の予算および地財計画における投資的経費の削減 

港湾費（港湾・係留施設延長） 海上人命安全条約にもとづく港湾施設保安設備の維持管理費の増加 
都市計画費 
公園費（人口・都市公園面積） 

維持補修費の増加 

小・中学校費（児童・生徒数） 準要保護児童生徒援助費の増加 
小・中学校（学級数） 活性化推進特例費の計上、維持補修費の充実等 
小・中学校（学校数） 活性化推進特例費の計上 
高等学校費（教職員数） 活性化推進特例費の計上 
高等学校費（生徒数） 活性化推進特例費の計上 
その他の教育費（人口） 活性化推進特例費の計上、学校・家庭・地域連携協力推進事業の増加等 
生活保護費 扶助費の増加（扶助単価等の改定）、ケースワーカー増員 
社会福祉費 活性化推進特例費の計上、子ども手当の創設にかかる経費 
保健衛生費 活性化推進特例費の計上、健康推進事業費等に要する経費の高齢者保健福祉費からの移し替え 
高齢者保健福祉費（65歳以上人口) 活性化推進特例費の計上、健康推進事業費等に要する経費の保健衛生費への移し替え 
農業行政費 活性化推進特例費の計上 
林野行政費 活性化推進特例費の計上 
商工行政費 活性化推進特例費の計上 
徴税費 所得税確定申告書データ連携にともなうシステム経費 
地域振興費（人口） 活性化推進特例費の計上 
雇用対策・地域資源活用臨時特例費 新 設 

包括算定経費（人口） 
地財計画にもとづく定員合理化等にともなう職員の減員、農山漁村地域
活性化事業費の包括算定経費（面積）への移行、少子化対策経費の充実 

市
 
 
町
 
 
村
 

包括算定経費（面積） 包括算定経費（人口）からの経費移行 

(資料) 前掲『地方財政』2010年５月号より作成 

(注) かっこ内は測定単位でとくに区別が必要な項目のみ記載している。 

   網掛けは単位費用が減少した項目。ただしすべての減少項目を掲載しているわけではない。 
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(４) 測定単位 

   2010年度算定では毎年度更新される小中高等学校の教職員数、児童・生徒数、道路

延長・面積、港湾の係留施設・外郭施設延長などが変動要因となる。また、密度補正

などの補正係数の算定に用いる基礎数値（住基人口や生活保護扶助者数、介護サービ

ス受給数など）の変動も一定の影響を与える。ただし、基準財政需要額に占める割合

が高い人口関連（人口、65歳以上人口など）については、統計調査の年度からはずれ

るため、全体としては測定単位の影響は比較的小さいものとみられる。 

   なお、2011年度は2010年度の国調人口の速報値に置き換えられる予定であり、人口

が急減する地方圏における交付税算定では大きな減少要因となることが予想される。 

 

(５) 補正係数 

―

 簡素化と補正強化の２つのベクトル 

   近年、交付税算定の簡素化が進められ、補正係数については適用の廃止や縮減など

が行われている。2010年度の算定では主に①補正係数の削減②普通態容補正一括適用

および個別係数の引き下げ③寒冷補正の一括適用④事業費補正の見直しが講じられた。 

   その一方で段階補正や数値急減補正では、前述の通り過去の削減の一部を復活させ

ている。 

  ◆ 補正係数の削減 

    補正係数の削減については、社会経済の変化にともない機能していないものや経

費が普遍化して補正にはなじまないものなどを中心に、道府県分を対象とする合理

化が進められてきた。すでに道府県分は2000年度から2009年度にかけて単純総計で

150から79へと半減している（種別補正および公債費の補正を除く)(３)。2010年度

は地域振興費（人口）の密度補正Ⅱが廃止された。 

    現在は市町村分の合理化にも着手しており、2009年度は道路橋りょう費の投資補

正Ⅰ・Ⅱ、都市計画費および公園費の投資補正、地域振興費（面積）の投資補正が

廃止され、2010年度は道府県と同様に地域振興費（人口）の密度補正Ⅱが廃止され

た。 

 

                                                                                 

(３) 月刊『地方財政』（2009年９月号）では道府県の補正係数は2001年度から2008年度にかけて

146から79に減少したと解説されており、2009年度も新型交付税の導入とともにさらに簡素化

されると述べられており、本論文の数字とは整合しない。積算方法が明らかではなく検算でき

ないので、あくまで参考値としてみていただきたい。市町村についても同様である。 
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  ◆ 普通態容補正の一括適用、地域手当の本格適用 

    都市規模の違いなどからくる行政の質量差を補正する普通態容補正は、その算定

基礎を給与差においている。同補正では地域手当にともなう給与差を反映する「共

通係数」と「個別係数」からなる。 

    道府県分の共通係数については簡素化の観点から、すでに職員数を測定単位とす

るもの以外はすべて「地域振興費（人口）」で一括適用しているが、2009年度より

警察費についても対象とした。 

    一方、市町村についても2009年度から消防費、公園費、下水道費、清掃費の共通

係数について、地域振興費（人口）で一括されている。 

    共通係数については2006年度以降、国家公務員の給与構造改革による地域手当の

導入を受けて、2009年度にかけて従前の調整手当から地域手当への経過措置が講じ

られてきたが、2010年度からは本来の地域手当の級地区分に基づく係数が設定され

る。 

    個別係数については自治体の都市の中核度等を表す種地区分に基づき係数が設定

されており、地方歳出の抑制を踏まえて2006年度から３年間で一律10％削減された。 

  ◆ 寒冷補正の支給地区分経過措置の終了および一括適用 

    寒冷補正は寒冷地における給与差、寒冷度、積雪度に応じて補正するもので、

2004年度に国家公務員の寒冷地手当の改定にともない支給対象地域や支給地域区分

の見直しが行われ、2009年度までは経過措置として2004年度の級地に基づく補正が

適用されていた。 

    2010年度は本来の対象地域や区分に移行しており、自治体によっては算定のマイ

ナス要因となっている。 

    寒冷補正についても簡素化の観点から地域振興費において一括適用が行われてお

り、2009年度に道府県分の警察費および市町村分の徴税費、戸籍住民基本台帳費に

適用されている。 

  ◆ 事業費補正の原則廃止 

    事業費補正は1990年代に拡充された補正で、地方単独事業を中心に①当該年度に

要する一般財源充当額の一部あるいは②単独事業債の起債の元利償還などを補正係

数に直接反映させるものであり、事業実施ベースで公債費が算定されるため、地方

の投資を促進する役割を果たしてきた。2000年代に入るとこうした事業費補正が地

方の過剰投資をもたらすという、いわゆる自治体のモラルハザード論が展開され、
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これを受けて2002年度より事業費補正の廃止や算入率の引き下げが進められてきた。 

    2010年度は前年度の地方分権改革推進委員会第４次勧告を踏まえて、新規事業か

ら事業費補正を原則適用せず、単位費用に算入するかたちで平均的な算定を行う標

準事業費方式を採用することとなった。つまり、事業の有無にかかわらず単位費用

で一律に算定するということである。 

    具体的には全国的偏在、先発、後発団体間の不均衡等をもたらさない事業を対象

とし、補助事業では港湾・漁港、まちづくり交付金、地域住宅交付金、給食施設、

補助ダム等、単独事業では地方道路、ふるさと農道、ふるさと林道、合併推進、都

市再生等である。これにより、地方債発行額で事業費補正の対象となる割合は従前

の５割から３割程度（一般会計債では５割から２割程度）に低下する見通しである。 

    ただし、以下については事業費補正の適用対象を継続する。 

   ① 既発債や2009年度までに着手した継続事業（事業終了まで、以後徐々に縮小） 

   ② 「緑の分権改革」に関連する地方単独事業 

   ③ 2009年度以前に合併した団体の合併特例債、合併推進債の元利償還 

    なお、実質的な適用は事業の償還年度となる2011年度以降になる。 

    そもそも事業費補正は1960年代の高度経済成長期に公共施設の急速な整備をうな

がすために導入されたものであり、今日のように公共施設の増設よりも維持補修や

更新投資が財政課題となる時代においては、生活インフラを中心とする既存施設の

最低限の維持管理の需要額補正などにシフトする必要がある。 

 

(６) 普通交付税算定結果 

  ◆ 概況【資料３】 

    普通交付税の総額は15兆8,797億円と前年度の14兆8,710億円から6.8％と大幅に

伸びており、道府県に比べて市町村の伸びが8.6％と高い。また臨財債を含めると

23兆1,110億円と前年度の19兆4,968億円から18.5％とさらに高い伸び率となった。 

    基準財政収入額についてみると、道府県分が８兆6,618億円（11.7％減）、市町

村分が12兆5,460億円（6.5％減）と法人関係税をかかえる道府県の減少率が市町村

を上回っている。 

    一方、基準財政需要額では道府県分が17兆1,581億円（4.1％減）、市町村分が19

兆9,599億円（0.7％減）と道府県の減少率が市町村を上回っている。 

    双方の差し引きの結果、基準財政需要額の減少率が相対的に小さい市町村の普通
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交付税の伸び率が上回ることとなった。これは第１に市町村の交付団体が大幅に増

加したこと。第２に基準財政需要額から控除される臨財債の発行額が、道府県にお

いて相対的に大きいことが原因である。ちなみに臨財債を含めた基準財政需要額の

伸び率でみると道府県が4.3％、市町村が3.8％と逆転する。 

    基準財政需要額の内訳をみると、個別算定経費や包括算定経費をはじめすべての

費目において前年度比増となっており、個別算定経費が道府県17兆1,716億円

（4.8％）、市町村16兆5,414億円（4.2％）。包括算定経費が道府県１兆5,515億円

（7.2％）、市町村３兆197億円（3.6％）。公債費が道府県２兆7,225億円

（1.3％）、市町村２兆5,225億円（3.1％）。臨時特例費は皆増である。 

    市町村では交付団体の変動の影響があるが、後述するように道府県、市町村のい

ずれにおいても、単位費用が引き上げられた費目が多く、実質的な需要額の増加が

みられる。 

  ◆ 普通交付税の配分状況 

―

 三大都市圏の臨財債の急増【図表５】 

    次に、道府県分、市町村分合計の普通交付税の圏域別(４)の状況をみてみよう。 

    図表５は2000年度以降の圏域別の普通交付税の構成比を、臨財債を含まない実際

の交付額と臨財債を含む実質額のそれぞれについてみたものである。 

    まず、臨財債を含まない構成比でみると、都市部の財源不足の拡大や交付団体の

増加を背景に、東京圏、名古屋圏、関西圏をあわせた三大都市圏全体で20.1％と前

年度から0.9ポイント上昇している。ただし、近年では最大の交付団体数となった

割には、その配分割合の変化が小さく、地方圏の構成比も中間地域で前年度比マイ

ナス0.2ポイント、遠隔地域でもマイナス0.7ポイントにとどまっている。むしろ、 

                                                                                 

(４) 47都道府県を以下の５圏域に区分した。 

  ● 東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

  ● 名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県 

  ● 関西圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 

   以上３圏域を「三大都市圏」と呼ぶ。 

  ● 中間地域：宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 

  ● 遠隔地域：北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、徳島県、高知県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

   以上２圏域を「地方圏」と呼ぶ。 

   なお圏域区分については町田俊彦「地方交付税の地域格差是正機能の低下『東京一極集

中』」林健久他編『グローバル化と福祉国家財政の再編』東京大学出版会、2004年を参照した。 
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図表５ 普通交付税の配分状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 総務省『地方交付税等関係計数資料』各年度データより作成 

 

   2010年度に次ぐ過去最大の財源不足となった2003年度のほうが、三大都市圏の構成

比率が高く、地方圏への配分が抑制されている。 

    ところが、臨財債を含む実質額でみると三大都市圏全体の構成比は26.7％（東京

圏8.3％、名古屋圏6.3％、関西圏12.1％）と前年度から4.3ポイントも上昇してお

り、2000年度以降では最も高い割合となっている。特に東京圏の構成比が2.2ポイ

ントも上昇しており、実質額でみた都市部の財政不足が表れている。 

    これに対し、実質額でみた地方圏の構成比は、中間地域が45.4％、遠隔地域が

28.0％と、それぞれ前年度からマイナス1.2ポイント、マイナス2.9ポイント減少し

ており、いずれも2000年度以降では最低の構成比となっている。臨財債を含まない

場合と比較するとその差は顕著である。 

    これらの普通交付税の実際の交付額と臨財債を含む実質額の差から、先ほど言及

した都市部の臨財債発行額が地方圏に比べて相対的に高く算定されていることが裏
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付けられる。 

    再度、整理して述べれば、財源不足額基礎方式の導入により、財政力の高い都市

部の自治体では、補正係数を通じて臨財債発行可能額が相対的に高く算定され、基

準財政需要額からの控除が多くなるため、普通交付税の交付額は抑制される。これ

により、都市部の交付団体の増加による地方圏への配分のしわ寄せを緩和させたの

ではないかと推察される(５)。 

 

３ 特別交付税の動向 

(１) 制度概要 

   特別交付税は地方交付税総額の６％を財源として、①普通交付税算定で捕捉されな

かった特別な財政需要②基準財政収入額の過大算定③普通交付税算定後に生じた特別

な財政需要④その他特別事情を対象に道府県、市町村に対し交付、不交付に関わりな

く配分されるものである。 

   交付時期は総額の３分の１を12月、３分の２を３月としており、前者が基本的に経

年的に交付している分（ルール分）、後者がルール分およびその他という考え方で交

付されている。 

   各自治体への交付は、総務大臣が定める算定資料に基づき決定される。資料は各自

治体（首長）が作成し、指定期日までに都道府県にあっては総務省（総務大臣）、市

町村にあっては都道府県（知事）に提出する。 

   ルール分以外の特殊事情によるものについては、都道府県にあっては総務省、市町

村にあっては都道府県の地方課でヒアリングを受ける。 

   同交付税の算定に関する具体的な規定は省令（特別交付税に関する省令）に明記さ

れており、算定方法は以下のような考え方である。 

 

  ○ 道府県算定 

    ルール項目＋準ルール項目＋個別項目－減額項目 

     ルール項目：経年的に特別交付税の算定項目の対象となっているもの。原則、

省令において具体的な計算方法が明記されている項目 

                                                                                 

(５) なお、これらの傾向は道府県、市町村別の算定でみても同様である。 
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     準ルール項目：計算方法が明記されているが、各自治体の財政事情等に応じて

増減の余地があるもの 

     個 別 項 目：各自治体の財政事情等に応じて勘案して交付されるもの 

     減 額 項 目：不交付団体の財源超過額、収益事業収入、期末勤勉手当の超過

支給分、等財源に余裕があるとみなされる要素 

  ○ 市町村算定 

    特定項目＋（準特定項目＋（一般項目－減額項目）－財源超過額） 

     特 定 項 目：災害など各自治体の財政事情にかかわらず当然交付されるべき

項目。控除対象から除かれる 

     準特定項目：生活保護や社会福祉など普通交付税の算定対象であるが、技術

的理由などにより特別交付税で算定するもの。財源超過額の控

除対象 

     一 般 項 目：合併や病院などの特別需要で財源超過額および収益事業収入等

の控除対象となるもの 

     ＊兵谷芳康他著『地方自治講座８「地方交付税」』ぎょうせい、343～353ペー

ジ参照 

 

   なお、不交付団体の特別交付税については災害関連の交付に重点化しつつ、４年間

の経過期間において１／４ずつ段階的に削減することとしたが、リーマンショックの

影響を鑑みて2008年度、2009年度とも削減をやめ前年度並みとすることになった。 

   ところで特別交付税は「つかみ」といわれているが、省令において算定の具体的な

方法や項目は示されている。ただし、実際に交付を受ける際には明細がついてくるわ

けではないので「つかみ」の性格は強い。もちろん、ルール分については具体的な算

定額を提出しているので、積算すればおおよその内訳は推定できるが、基準財政需要

額のようなきっちりとした中身は確定できない。しかも、大規模な災害復旧経費など

が生じると他の配分額がしわ寄せを受ける傾向もあり、12月、３月を通じた総額の予

見可能性は必ずしも高くない。 

   特別交付税は、普通交付税では補足できない地域的、臨時的な財政需要に対応する

ことが基本的な目的であり、それゆえに財源超過団体（財政力１以上の団体）でも交

付の対象となっている。にもかかわらず、地域手当の超過支給が行われる自治では、

財源の余裕があるとみなして減額要因となる。こうしたペナルティ的な算定は制度の
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目的とは無関係であり、廃止すべきだと考える。 

   2011年度の地方交付税は53年ぶりに特別交付税の配分割合を４％に引き下げること

となり、差額の２％について普通交付税の地域振興費に振り替え経過措置を設ける。

また、大災害に対応した弾力的な財政支援を講じるために、交付時期の特例措置を設

けることとなった。 

   なお、３月11日の東日本大震災の発生にともない、広範囲にわたる被災自治体への

財政支援を講じるため、地方交付税法の改正（３月31日成立）に基づき４月８日に特

別交付税762億円を関係自治体に交付すると同時に、配分割合の引き下げは３年間凍

結することとなった。 

   さらに５月２日に成立した2011年度第一次補正予算では、復興対策として1,200億

円の増額が図られた。 

 

(２) 2010年度の算定結果 

   2010年度の特別交付税総額は１兆318億円（12月の補正分含む）と地方交付税総額

の伸びにともない前年度比8.7％増加した。道府県、市町村別でみると道府県が1,444

億円（18.5％）、市町村が8,873億円（7.3％）といずれも高い伸びを示しているが、

道府県の伸びが相対的に高いのは口蹄疫対策にともなう宮崎県等への交付金などによ

るものとみられる。 

   主な算定項目では宮崎県等の口蹄疫対策162億円（新規）、除排雪361億円（前年度

258億円、以下カッコは前年度比）、現年災害等災害対策89億円（125億円）、公立病

院等における医療提供体制の確保892億円（740億円）、地域交通の確保466億円（466

億円）などとなっている。なお、３月の交付分には東日本大震災の初動経費として県

向けに20億円が盛り込まれている。 

   市町村分の伸び率は大都市（政令市）が8.6％、都市（その他市）が7.1％、町村が

7.3％といずれも総額の伸びを受けて高い伸び率となっている。ただし、町村分の12

月交付分だけでみると、頑張る地方応援プログラムの終了などによりマイナス17.2％

と減少しており、町村に手厚い当該算定が終了した影響は大きい。 

   一方、市（大都市、都市含む）における算定では市町村合併関係の交付額が減少す

る一方で、第三セクター債等改革推進費利子補給など、比較的都市部の財政需要に応

じた項目が新設され前年度比増となっている。 
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 第２章 中期的な基準財政需要額の検証 

 

 2010年度の普通交付税の算定では、段階補正や数値急減補正の復元にみられるような格

差是正機能の一部強化が図られた。基準財政需要額の算定では補正係数は各自治体ごとの

行政経費の格差調整の役割を果たしており、補正効果の充実は個別自治体に対する交付税

の配分機能の強化とみなすことができる。その点では今回の補正係数の見直しは、当該機

能を高める傾向とみなすことができる。そこで交付税の格差是正機能が低下したといわれ

る三位一体改革を画期とした交付税算定の補正効果の中期的な流れのなかで、今回の交付

税算定結果を位置づけ、その意義や今後の方向を検討してみよう。 

 なお、以下では補正係数による基準財政需要額の格差是正機能を「財政調整機能」と呼

ぶことにする。 

 

１ 市町村補正率の推移 

 普通交付税における基準財政需要額算定の基本的考え方は、経費別の標準的経費単価を

単位費用として設定したうえで、当該自治体の経費別の財政需要を表す測定単位を乗じる。

その際、測定単位に各種補正係数を累乗加算して自治体ごとのさまざまな行政経費の格差

を反映させる。したがって、単位費用に補正前の測定単位を乗じた基準財政需要額と補正

後の測定単位を乗じた基準財政需要額の差が、補正係数による基準財政需要額の増加分、

いわば補正効果とみなすことができる。 

 そこで、補正前の基準財政需要額（単位費用×補正前の測定単位）を「基礎需要額」、

補正後の基準財政需要額（単位費用×補正後の測定単位）を「補正需要額」、さらに基礎

需要額に対する補正需要額の増加率を「補正率｣(６)と定義して、市町村の算定について中

期的な傾向をみる(７)。 

 本稿では、地財計画がピークから減少に転じた2000年度から2010年度までの市町村分の

基準財政需要額の推移とその補正率を検証する。なお、基準財政需要額は臨財債控除前の

                                                                                 

(６) 補正率：補正後の基準財政需要額／補正前の基準財政需要額 

(７) 道府県分についても試算したが、補正率は低く1995年で1.08、2009年で1.03と漸減にとどま

るため、ここでは取り上げない。 
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公債費を除いた一本算定のデータを用い(８)、交付団体の変動の影響を除くために交付、

不交付団体をあわせた総額について分析する。また、補正係数のうち施設等の種類の違い

による経費差を補正する種別補正は、補正前の初期条件とみなして、補正前の基準財政需

要額に含める。 

 

(１) 市町村全体の状況【図表６】 

   図表６は市町村における各年度の基礎需要額と補正需要額および補正率を表したも

のである。 

   補正率は2000年度以降一貫して減少傾向にあり、なかでも小泉政権下の三位一体改

革の期間となった2003年度から2006年度にかけては1.49から1.33に低下し、0.16ポイ

ントの高い減少幅がみられる。また、三位一体改革後に自治体格差が指摘されるよう

になった2007年度以降も減少幅は縮小したものの漸減している。 

   この傾向を基礎需要額と補正需要額の動きでみると、基礎需要額は若干の増減を繰 

 

図表６ 基準財政需要額と補正率の推移（市町村分 一本算定 公債費除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

                                                                                 

(８) 臨財債控除前の数値を用いるのは、実質的な補正率をみるためである。 
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  り返しつつも増加傾向にあり、単位費用と補正前の測定単位を乗じた段階では基準財

政需要額は依然として増加傾向にある。 

   ところが補正需要額は2008年度まで減少し、2009年度から増加に転じている。この

間の補正率が一貫して低下傾向にあることを踏まえると、少なくとも2008年度までは

補正係数の段階で基準財政需要額の割増効果が低下していたことがわかる。2009年度

以降は補正率が引き続き低下しているにもかかわらず、基礎需要額の高い伸びに支え

られ補正需要額を押し上げている。 

   このことは地方交付税算定の補正による割増効果が、相対的に縮小していることを

意味する。さらにいえば個別自治体に対する交付税の財政調整機能が相対的に低下し、

単位費用を主体とする平均的な算定に収斂する傾向が見いだされる。とくに2009年度、

2010年度の補正需要額の増加は、第１章で指摘したように、別枠加算による新規費目

の創設や単位費用の引き上げによる総額確保の効果が表れているものと推察される。 

   なお2002年度から2003年度にかけて需要額が増加しているのは臨財債の算定方法の

変更によるものである。2003年度以降は基準財政需要額の総額から臨財債発行可能額

を控除しているが、導入当初の2001年度、2002年度は特定の費目の単位費用から、あ

らかじめ控除されているため、統計上控除後の需要額しか把握できない。 

 

(２) 市、町村別の補正率の状況【図表７】 

   次に市、町村別の補正率でみてみよう。 

   図表７は上記の試算方法で市と町村別の補正率を表したものである。市の補正率は

市町村全体でみた場合と同様の低下傾向がみられるが、町村については2008年度の

1.53を底に2009年度、2010年度は1.55と低下傾向に歯止めがかかっており、町村に対

する交付税の財政調整機能が若干回復したことがうかがえる。 

   以上のような補正率、基礎需要額、補正需要額の全般的傾向および市と町村の相違

はいかなる算定の要因によるものであろうか。 

   基準財政需要額の算定基礎となる単位費用、測定単位、補正係数を個別にみてみよう。 
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図表７ 市、町村別の補正率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

 

２ 基準財政需要額の算定基礎ごとの分析 

(１) 単位費用の状況【図表８】 

   まず、単位費用であるが、年度により算定費目の廃止や新型交付税の導入（2007年

度）による費目の統廃合が行われ連続性に欠けるため、延べ費目数(９)とそのうち前

年度に比べて増加した費目数（前年度費皆増を除く）の推移でみる。 

   図表８は2001年度以降の単位費用の延べ費目数（Ａ）、このうちの前年度比増加数

（Ｂ）および延べ費目数全体に占める増加数の割合（Ｂ／Ａ）を表したものである。 

   2002年度から2008年度にかけて増加数の割合は５割を切っており、この間の地財計

画の規模圧縮にともなう歳出削減が(10)、単位費用の減少に反映されているものとみ 

                                                                                 

(９) 同一の費目で異なる測定単位が設定されている場合は、個別に数えている。 

(10) たとえば、政府の基本方針2003では改革と展望の期間である2006年度にかけて、地財計画上

の地方公務員数の４万人純減、投資的経費単独事業分の1990年初頭水準への削減、一般行政経

費単独事業分の現行水準以下への抑制が明記され、この方針にしたがって地財計画の圧縮が行

われた。その後も基本方針2006では国地方をあわせた基礎的収支の2010年度初頭における黒字化

を目指すなかで、地方公務員の人件費抑制や地方単独事業の抑制などが引き続き盛り込まれた。 
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図表８ 単位費用の延べ費目数と前年度比増加数の推移 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ａ：延べ費目数 53 53 53 53 53 53 33 38 40 40 

Ｂ：前年度比増加数 35 23 21 10 13 16 7 8 22 32 

Ｂ／Ａ 66.0％ 43.4％ 39.6％ 18.9％ 24.5％ 30.2％ 21.2％ 21.1％ 55.0％ 80.0％ 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

 

  られる(11)。 

   それでも相対的に基準財政需要額が大きい厚生費関連の費目（生活保護費、社会福

祉費、保健衛生費、高齢者保健福祉費など）では単位費用が伸びている。これは福祉

関連の経費増加によるものだけでなく、いわゆる三位一体改革における国庫補助負担

金の一般財源化にともない単位費用が計算上引き上げられたことも寄与しており、実

質的には単位費用の需要額へのプラス効果は限定的であったとみられる。 

   2009年度の増加費目は消防費、小中学校費、生活保護費、社会福祉費、高齢者保健

福祉費、保健衛生費など経常的な経費の増加が中心である。また、2010年度は既述の

ように別枠加算にともなう各費目における「活性化推進費」の加算などにより８割以

上の費目で増加している。 

 

(２) 測定単位の状況【図表９】 

   次に測定単位の状況についても増加数の状況をみてみよう。 

   図表９は需要額算定に採用されている測定単位の数（表中のＣ)(12)と、各数値の前

年度比増加数（Ｄ）および測定単位数に占める割合（Ｄ/Ｃ）を表したものである。 

   期間を通じて、おおむね40％から50％が前年度比増となっており、増減相半ばとい

う状況であるが、基礎需要総額の約６割を占める国調人口は(13)、調査年度の結果が 

                                                                                 

(11) 一般論として、地方税収が増加する年度は留保財源が増加するため、他の条件が等しければ

基準財政需要額を圧縮する効果をもつ。地財計画の地方税額は2004年度から2008年度にかけて

増加しており、この間の単位費用のマイナス要因として影響している可能性がある。ただし、

地財計画の規模は減少傾向にあることから、これにともなう単位費用の減少効果が大きく、留

保財源の影響は限定的なものと考える。また、分析の中心となる補正率については、比率でみ

ているため試算への影響も小さい。 

(12) 面積については種別補正後の数値が費目ごとに異なるため、測定単位の延べ数では個別に数

えている。 

(13) 補正需要額でみても同程度の割合となる。 
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図表９ 測定単位の数と前年度比増加数 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Ｃ：測定単位の

数 
26 26 26 26 26 26 23 27 28 28 

 
Ｄ：前年度比増

加数 
11 15 13 11 14 13 16 12 15 10 

 Ｄ／Ｃ 42.3％ 57.7％ 50.0％ 42.3％ 53.8％ 50.0％ 69.6％ 44.4％ 53.6％ 35.7％ 

人 口 1.08％ 0.01％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.65％ 0.01％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 

道路の面積 1.09％ 1.41％ 1.53％ 1.41％ 1.49％ 1.37％ 1.80％ 0.96％ 1.43％ 0.65％ 

道路の延長 0.51％ 0.52％ 0.59％ 0.57％ 0.55％ 0.55％ 0.65％ 0.70％ 0.11％ 0.39％ 

伸
び

率
 

都市公園の面積 0.04％ 1.59％ 0.15％ 0.02％ 0.01％ 0.08％ 1.19％ 0.01％ 0.01％ 0.01％ 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

 

  反映される翌年度および翌々年度に微増している。また、総額の７％から８％程度を

占める面積や道路の面積・延長などの外形的な測定単位についても、おおむね増加傾

向のものが多い。人口と外形的な測定単位をあわせた基礎需要額は総額の約７割を占

めることから、測定単位の伸びが基礎需要額の増加に寄与しているとみることができ

る。 

   なお、測定単位のなかで顕著な減少傾向がみられるのは教育関連であり、児童・生

徒数、学級数、学校数などがほぼ毎年度減少している。 

   以上のことから基礎需要額は、とくに2002年度から2008年度にかけては、単位費用

のマイナス効果を測定単位のプラス効果が相殺することで増加傾向をもたらしていた

に過ぎず、実質的には一律に減少傾向にあったとみることができる。 

   2009年度以降は単位費用の多くが増加することで平均的な需要額の拡充が図られ、

実質的な増加傾向に転じたとみることができる。 

 

(３) 補正係数の状況【図表10】 

   図表８でみたように、基礎需要額では増加傾向がみられるのに対し、補正需要額で

はこれとは対照的に減少傾向にあり、補正係数による基準財政需要額の割増効果が低

下している。そこで具体的な補正係数の効果について分析を試みる。 

   分析方法は、普通交付税に関する統計資料（地方交付税等関係計数資料）に記載さ

れている補正係数別の加算額の経年推移から個別補正係数の増減効果の傾向をみる。 
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  ただし、同資料では最終補正係数を算出する際の加算分(14)しか記載されていないた

め、補正による基準財政需要額の増加分からこれらの加算額を差し引いた残額を「そ

の他」（差し引き）としてみる。 

   図表10は基準財政需要額の補正率（たとえば、2003年度の1.49であれば0.49の部

分）を補正係数ごとにみたものである。 

   補正係数のうち比較的高い割合を占めているのは、事業費補正、密度補正、「その

他」の補正係数であり、これら以外の補正係数の割増効果は全体からみれば小さい(15)。 

 

図表10 補正率の分析 

―

 補正係数ごとの割増効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

                                                                                 

(14) 基準財政需要額の算定で適用される補正係数というのは、算定費目ごとに適用される個別補

正係数を累乗加算した「最終補正係数」のことである。この個別補正係数ごとの基準財政需要

額に与える割増効果は、加算した場合しかとらえられないため、普通交付税の統計資料では加

算に用いられた補正係数についてのみ増加額をまとめている。 

(15) ただし、これは市町村全体でみた場合の傾向であり、自治体ごとの算定では、たとえば町村

では寒冷補正が大きく異なるだろう。 
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   経年でみると事業費補正および「その他」の縮小傾向が目立ち、事業費補正は2005

年度に減少に転じている。「その他」について2000年度以降毎年度減少しているが、

とりわけ2004年度以降急減している。事業費補正は2002年度以降の大幅な見直しが行

われており、その影響によるものとみられる。 

   密度補正については三位一体改革における国庫補助負担金の一般財源化にともなう

基準財政需要額算定や2007年度の新型交付税導入にともなう旧投資的経費の個別算定

経費への移行などが反映されているため、補正率としてはあまり減少していない。 

   最も補正率への影響が大きい「その他」の補正については、その影響を特定するこ

とはできないが、多くの費目の補正に採用されている普通態容補正や段階補正などの

見直しは、こうした縮小傾向に影響していることが推察される。 

   そこで「その他」の補正率への影響を推定するために普通態容補正と段階補正に着

目し、その係数の動向について検証する。 

 

(４) 普通態容補正の状況【図表11－１～図表11－４】 

   普通態容補正は行政の質量差、給与差、権能差にともなう自治体ごとの経費の違い

を反映するもので、たとえば道路の維持管理費、地域手当の支給、保健所設置など都

市部において相対的に行政需要が高いことから、主に都市部における割増補正の性格

をもっている。 

   2009年度の市町村算定では公債費関連を除く基準財政需要額の延べ費目数40(16)の

うち、普通態容補正が適用されているのは32である。 

   普通態容補正の計算式は費目によって異なるが①行政の質量差を反映する交付税種

地による係数②給与差を反映する地域手当の級地区分による係数③行政権能差を反映

する権能差の係数を合計する。 

   まず、交付税種地による係数は、全市町村を中核的な都市としての「Ⅰの地域」と

その他の都市としての「Ⅱの地域」に区分し、Ⅰの地域については人口集中地区人口、

経済構造、宅地平均価格指数、昼間流入人口を指標として点数化（「評点」と呼ばれ

る）し、その合計額に応じて当該自治体の種地を決定する。 

   Ⅱの地域についてはⅠの地域からの距離、昼間流出人口比率、経済構造、宅地平均

価格指数を指標として種地を決定する。そのうえで、費目ごとに種地に応じて定めら

                                                                                 

(16) 延べ数では、同一費目で異なる測定単位については個別のものとして算定している。 
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れた定率に評点を掛け、定数を加算して個別係数を算出する。 

   次に給与差については指定統計である地方公務員給与実態調査に基づき、地域手当

の級地区分に応じた一人あたりの給料、地域手当、扶養手当などを合算し、標準団体

ベースに直した合算額で割った数値を共通係数として、さらに費目ごとに標準団体の

一般財源に占める給与費割合などを乗じて個別係数を算出する。 

   行政権能差については都市計画（都市計画費）や保健所（保健衛生費）などの大都

市の権能となる費目について、種地および給与費の各算定に都市制度ごとの補正が適

用される。 

   以上のような算定内容には人件費に関わる部分が多く含まれているため、給与費の

抑制は基本的に補正係数の低下に反映されることが予想される。 

   図表11－１～図表11－４は12政令市(17)の道路橋りょう費（道路の面積、延長）と

清掃費を例に、2000年度から2009年度までの普通態容補正係数を試算し、単純平均を 

 

図表11－１ 普通態容補正の状況（12政令市平均、道路橋りょう費 

―

 道路の面積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

                                                                                 

(17) 札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、

福岡市、北九州市。2000年度から経年的に分析できる政令市に限った。 
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  とった数字である(18)。なお、旧経常経費である道路橋りょう費（道路の面積）およ

び清掃費は2006年度以降、共通係数と個別係数を別々に算定することになり、連続的

に計算できないため、2000年度から2005年度までは普通態容補正係数全体、2006年度

以降は個別算定の係数のみで表している。 

   道路橋りょう費（道路の面積）については2005年度まではほぼ横ばいで、交付税配

分における係数上の減少傾向はみられない。ところが2006年度以降、図表に示される

ように個別係数では減少傾向がみられる。第１章で述べたように、普通態容補正の個

別係数は地財計画における一般行政経費の抑制や地方の歳出抑制の実態を踏まえて、

2006年度より３年間で10％程度一律削減が行われており、その影響が表れているとみ

られる。 

   なお、2006年度から2009年度までの共通係数（地域給関連）についても検証したが、

2008年度を除けば減少傾向がみられた。 

   また、図表11－２は道路橋りょう費（道路の延長）について試算したものである。

旧投資的経費の同経費は算定方法の変更がないためほぼ連続性をもってみることがで

きるが、やはり2006年度以降減少傾向がみられる。 

   次に清掃費についてみてみよう。図表11－３は2000年度から2005年度までの清掃費

の普通態容補正の状況、図表11－４は2006年度以降の個別係数の普通態容補正の状況

である。 

   2000年度から2005年度の推移をみると2003年度を除き、低下傾向がみられ、とくに

2004、2005年度と大きく低下している。この時期の算定ではゴミ収集の民間委託の状

況を踏まえ、2004年度から３年間にわたり単位費用が引き下げられるとともに、普通

態容補正の引き下げも行われ、その影響が反映されているものとみられる。 

   2006年度以降についても引き続き低下傾向がみられるが、これは前述の個別係数の

一律10％削減の影響とみられる。 

   以上のように政令市をケースとして２つの費目についてみると、都市を中心に財政

需要を補正する普通態容補正は、国の地財計画の抑制や地方の歳出削減の実態などを

踏まえて抑制が図られる傾向がみられる。 

   ただし、都市的な費目である都市計画費で検証したところ、年度により変動が著し 

                                                                                 

(18) 普通態容補正の分析期間が2009年度までになっているのは、2011年５月20日現在、補正係数

の詳細が解説されている「地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額編）」の2010年度

版が未発行のためである。 
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図表11－２ 普通態容補正の状況（12政令市平均、道路橋りょう費 

―

 道路の延長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

 

図表11－３ 普通態容補正の状況（12政令市平均、清掃費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 
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図表11－４ 普通態容補正（個別係数）の状況（12政令市平均、清掃費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

 

  く、必ずしも一定の低下傾向がみられないなど費目による相違があること。また、あ

くまで政令市のケーススタディであり、市全般の傾向を裏付けるものとは必ずしもい

えないことなど、分析の問題点もある。しかし、この間の地方歳出の実態などを踏ま

えた普通態容補正の見直しは事実行われており、市の補正率の減少傾向に一定の影響

を与えたものと推察される。 

 

(５) 段階補正の状況【図表12】 

   次に段階補正について、同補正が適用される費目の状況をみてみよう。 

   図表12は段階補正が適用される費目の上限値の推移である。なお、2007年度の新型

交付税の導入にともない新設または廃止された費目についても参考までにグラフ化し

ている(19)。 

                                                                                 

(19) 生活保護費なども段階補正は適用されるが上限値は設定されていない。 

   包括算定経費（2007年度～）については段階補正の上限値が15.0で４年間推移していること

および図表の体裁の都合上、表記していない。 

   高齢者保健福祉費は2003年度までは一定の算定式による補正係数の制限があったが、定数で

はないため図表には記載していない。 
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図表12 費目別の段階補正上限値の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 
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時特例費（2010年度～）の新設。地域振興費（2007年度～）の2010年度における上限

値の廃止があげられる。これらの費目では各自治体の段階補正の算定結果がそのまま

反映されるため、小規模自治体にとっては割増効果が大きくなるのである。 

 

(６) その他の格差是正算定の効果【図表13－１～図表13－３】 

   2009年度以降の町村の補正率の上昇には、これ以外に町村などの割増算定を織り込

んだいわば「格差是正算定」が増えたことも要因と考えられる。 

   具体的には地方再生対策費、頑張る地方応援プログラム（普通交付税分）、地域雇

用創出推進費、臨時特例費があげられる。 

   これらの費目あるいは追加的な算定方式は、いずれも町村部などで高い係数が算出

されやすい指標（たとえば第一次産業就業者比率、高齢者人口比率、人口一人あたり

の農業産出額等）を採用しており、町村の補正率に寄与しているものと推察される。 

   これを間接的に実証したのが図表13－１～図表13－３である。 

   図表は2009年度および2010年度の圏域別の個別算定経費（公債費を除く）の基準財

政需要額に占める各種格差是正算定の割合である。なお、頑張る地方応援プログラム

については都道府県別のデータしかないため、第１章で採用した圏域別の区分にした

がい、町村の割合が相対的に小さい三大都市圏（東京圏、名古屋圏、関西圏）と高い

地方圏（中間地域＋遠隔地域）での比較となっている。 

   まず、図表13－１・図表13－２で2009年度の算定をみると、地方再生対策費、地域

雇用創出推進費の割合は、市でそれぞれ1.0％であるのに対し、町村では2.6％、

2.2％と市の２倍以上の構成比となっている。また、頑張る地方応援プログラムでは

三大都市圏の0.4％に対し、地方圏が1.3％とこれも町村において比重の高い算定要素

となっている。 

   次に図表13－３で2010年度の算定をみると、地方再生対策費、臨時特例費の割合は、

市で0.8％、0.7％であるのに対し、町村では2.0％、1.9％とやはり市の２倍以上の構

成比となっており、費目が変更されたのちも引き続き格差是正算定の効果をもたらし

ていることがわかる。なお、2010年度においても頑張る地方応援プログラムの算定は

行われており、その効果もあるが、当年度は統計データがないため、その効果は実証

できない。 

   以上のように2009年からみられる町村の補正率の増加は、段階補正の見直しのよう

な通常の補正係数だけでなく、新規項目の効果も寄与していると考えられる。 
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図表13－１ 格差是正算定の効果（2009年度 一本算定総額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 

 

図表13－２ 格差是正算定の効果（2009年度 一本算定） 頑張る地方応援プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 
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図表13－３ 格差是正算定の効果（2010年度 一本算定総額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 前掲『計数資料』各年度データより作成 
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安定的に確保するものではない。事実、頑張る地方応援プログラムについては2011年
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いだろう。 

 

３ 小 括 

 2000年度以降の補正効果からみた市町村の財政調整機能の分析結果は以下のように整理
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降減少に歯止めがかかっている 

     具体的な補正係数では事業費補正、「その他」が主な要因であり、「その

他」のなかで補正率への影響が大きいと思われる普通態容補正、段階補正

で減少傾向がみられた。 

     ただし、段階補正については2008年度頃から増加に転じる経費が多く、町

村の補正率の上昇に寄与しているとみられる。 

     また、このほか町村などの地方圏への割増算定を意識した臨時的な算定の

導入（頑張る地方応援プログラムや臨時特例費など）も町村の補正率の動

きに影響しているとみられる。 

 
 

 以上の結果を総合すると、地方交付税算定の傾向として以下のような特徴があげられる。 

◆ 財政調整機能の相対的な低下 

―

 平均的な経費算定への流れ 

  各種補正係数を通じた補正率の低下がみられるということは、一般的には各自治体の

状況を算定上反映させた地方交付税の財政調整機能の相対的な低下がみられる。見方を

変えれば単位費用と測定単位（補正前）に軸足を置いた平均的な経費算定の傾向が強

まっている。 

  このことは一般的にいえば、財政力の格差を是正する機能の低下であり、財政力の違

いによる自治体間格差が拡大しやすい状況にあるといえる。 

  なお「相対的」というのは、現行の補正率の多寡を評価できないため、あくまで過去

に比べて低下したという意味で述べている。 

◆ 補正のピンポイント化、配分技術偏向化 

  全体的な財政調整機能が低下するなかで、最近は特に町村などの地方圏に対する割増

に焦点を絞ったピンポイントな算定が目立つ。もちろん2010年度の段階補正の復元のよ

うに法令の補正係数の見直しが図られていることは注目されるが、頑張る地方応援プロ

グラムや地方再生対策費、臨時特例費などの費目において、歳出の削減や第一次農業人

口など個別指標を組み込んだ割増算定が増えたことは特徴的である。 

  しかし、通常の補正係数の外側で個別指標による係数を適用するというのは理屈抜き

の配分技術に偏向しているきらいもある。たとえば臨時特例費では、個別指標の一つに

歳入に占める自主財源の割合という収入の要素を持ち込んでおり、需要額の算定におい
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て論理的には矛盾しているという指摘ができる(20)。 

◆ 臨時的算定への依存度の高まり 

  配分技術偏向の指摘とも重なってくるが、頑張る地方応援プログラム、地方再生対策

費、地域雇用創出推進費、臨時特例費などいずれも暫定的な算定方法あるいは費目であ

り、いつでも解消可能な需要額算定への依存が高まる状況にある。 

  なかでも2009年度以降の地財計画の別枠加算を基礎とする地域雇用創出推進費や臨時

特例費は、具体的な経費の内訳がない「つかみ」の費用であり、需要額算定としては

「かさ上げ」以外の何ものでもない。このことは交付団体にとって拙速に交付税配分を

拡充する手法としては有効であるが、逆にみれば地財対策上、いつでも廃止縮減できる

国にとっても都合のよい算定方法である。 

  2011年度の地財対策では基準財政需要額の費目に「雇用対策・地域資源活用推進費」

を設定し、３年間にわたり中期的に算定することが地方交付税法に明記されているとは

いえ、2012年度以降の東日本大震災の復興財政の影響を考えると、どの程度総額が確保

されるか懸念される。 

 

 

 第３章 地方交付税算定の展望 

 

１ 空洞化する算定構造 

―
 量と質の劣化 

 地方交付税の算定は、その拡大局面においては算定の内容とくに補正を通じた配分機能

はそれほど問題とされない。なぜなら各自治体にとって地方交付税が伸びる限り、その重

要性は低いからである。これに対し縮小局面では、少ないパイを一定の根拠をもって配分

する必要からより重要性を帯びてくるはずである。 

 ところが実際は2000年度以降の算定の簡素化や実態を踏まえた補正の適正化などを理由

に、多岐にわたり縮小や廃止が行われ、配分機能は相対的に低下することとなった。もち

                                                                                 

(20) かつて1956年に財政力の低い自治体における地方債の累積発行を解消するために「特別態容

補正」を創設し、そのなかで人口一人あたりの所得税額を算定指標に用いたことがあるが、当

時も需要の計算のなかに収入の要素をいれることへの批判があった（矢野浩一郎「講演会『地

方交付税発足50年、制度の持続可能性を問う』から ― 高度経済成長から安定成長へ ― 地方

交付税の成長と質的転換」『地方財政』2005年５月号、15ページ参照）。 
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ろん、2000年度以降の各種見直しが問題であり、1990年代の水準に戻すべきだと論じるつ

もりはない。ただ、三位一体改革を経て多くの自治体で格差拡大の声があがるなかで、近

年交付税の増額や配分機能の充実が図られていることは、それまでの補正係数の見直しが

明らかに度を超えたものであったことを示唆している。 

 ただし、別枠加算のもとで現在導入されている算定は、費目においても補正の方法にお

いても、根拠があいまいで「つかみ」の財源を場当たり的に配分しているといわざるを得

ない。一方で地方行革を通じた基準財政需要額におけるブレーキを踏みつつ、一方の別枠

加算でアクセルを踏む、相対するベクトルを交付税算定に織り込んだ結果ともいえる。 

 その点では今日の交付税算定は財政調整機能の空洞化の傾向があり、量と質の面で劣化

しているといえる。暫定的な交付税算定を除けばそこに残るのは、きわめて脆弱な財源保

障の構造になりつつある。 

 

２ 地方交付税算定の方向 

―
 ３つの方向 

 さて、今後、地方交付税の算定、具体的には基準財政需要額の算定はどのような方向へ

向かうのだろうか。この問いは地財計画のあり方にも関わってくることであるが、ここで

は配分方法に限定してその可能性を考えてみる。 

 近年の算定方法の動向を踏まえると主に以下の３つの方向が考えられるだろう。 

◆ 平均化 

  まず、平均的な財源保障という方向が考えられる。すなわちここ数年の補正係数の簡

素化をさらに進め、単位費用と補正前の測定単位に軸足を置いた算定の性格が強くなる

という可能性である。もちろん、各自治体間の行財政の格差があるなかでは、一定の補

正係数が必要であるが、いずれにしても極力補正係数を少なくするという算定の方向が

考えられる。ただし、この場合、いうまでもなく自治体間の財政力格差は拡大すること

になる。 

◆ 法定補正係数の強化 

  地方交付税法の本則では基準財政需要額の各費目ごとに単位費用、適用すべき測定単

位、適用すべき補正係数の種類が法定され、補正係数の具体的な算定式や係数について

は省令に委ねられる。この本則に明記される段階補正や態容補正などの通常の補正係数

について充実を図っていく方向である。 

  すでに2010年度算定では、段階補正や数値急減補正など補正係数の復元が一部である
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が実現しているが、少なくとも段階補正についてはこれ以上復元する動きは政府内には

みられない。しかし、2000年代に入り段階補正や態容補正などが過度に削減されたとみ

るならば、既存の補正項目を充実させて、自治体間の適切な財政調整を行うという方向

が考えられる。ただし、補正係数の復元の根拠や復元すべき水準については、相当な議

論が必要であるし、復元させたことで自治体間の財政調整機能としてどこまで有効かな

ど課題がある。 

◆ 法定外補正の充実 

  これに対し、2010年度の臨時特例費などにみられるように、地方交付税法の付則で臨

時的な単位費用と測定単位だけを法定したうえで、補正の算定方法について省令に委ね

る仕組みをさらに拡充する方向も考えられる。 

  ただし、適用する補正をもっぱら省令に委ねる方法は、交付税配分における弾力的な

算定を可能とするが、国の裁量が強まり客観性や透明性の欠如が懸念される(21)。しか

も、こうした算定を拡充する必要があるとするならば、それは通常の法定補正による算

定では財政調整に限界があるということを認めることになる。 

 

３ 算定の基本に戻ること 

 現状では３つの算定の方向は鼎立状態にあるわけだが、標準的行政運営を財政的に保障

する地方交付税法の目的に照らして、配分技術に偏向する３番目の算定は避けるべきであ

る。 

 まず、適当な費目（現在では社会保障関連が候補にあがるだろう）の単位費用を引き上

げ、一律に基準財政需要額の充実を図り、段階補正や普通態容補正などの通常の補正係数

により経費の多寡を調整する算定の基本に立ち返るべきである。 

 たとえば2010年度を例とすれば、まず、地財計画における地域活性化・雇用対策臨時特

例費（2011年度の地域活性化・雇用対策推進費）は臨時的な別枠加算というかたちではな

く、一般行政経費の単独分などの経費に計上して恒久化を図ることが前提として必要であ

る。別枠加算はあたかも、本来の地方財政規模に一時的に上乗せしたような印象を受ける

                                                                                 

(21) たとえば2011年度の「雇用対策・地域資源活用推進費」は地方交付税法第６条の２第１項で

経費の種類、測定単位（人口）、単位費用が法定されているが、補正については第２項におい

て「ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌し、総務省令

で定めるところにより、その数値を補正することができる」とだけ書かれている。 
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が、近年の地方自治体における財政硬直化の進展をみると、別枠加算をしたからといって、

これに基づく一般財源総額が過剰な保障だとはいいがたい。 

 次に基準財政需要額の臨時特例費についても、教育、社会保障等の一般行政関連の単位

費用に算入すべきである。また、別枠加算の一部は「活性化推進費」として各費目の単位

費用に計上されているわけだが、これについても具体的な経費に落とし込み、そのうえで

経費ごとに適用されている普通態容補正や段階補正などの法定の補正係数の算定を充実さ

せる方法が基本である。 

 なお、本稿の分析では、地財計画の規模、単位費用と補正係数の組み合わせ、補正係数

の水準といったものがどうあるべきかといったことについて、明確な回答を示すことはで

きない。これらの問題は今後の研究課題としたい。ただし、何らかの適正な基準や水準を

客観的に求めることよりも、むしろ、財源保障の規模や配分方法の一定の課題について、

国と地方の協議の場において適宜決定することが望ましいと考える。 

 

４ 新たな「標準的行政」の模索 

―
 東日本大震災の復興を前に 

 ３月11日、東日本の広範囲にわたり未曾有の大震災に見舞われた。震災で亡くなられた

方々のご冥福をお祈りするとともに、多くを失い悲しみ苦しみにくれる被災者の方々には

心よりお見舞いを申し上げたい。また、一日も早い地域の復興、市民生活の復帰を祈念し

てやまない。 

 政府は４月に復興構想検討会議を創設し、復興特区構想や復興連帯税の検討などを盛り

込んだ復興計画の第一次提言を６月中に公表する予定である。また、これとは別に岩手、

宮城、福島の３県や岩手・宮城県内の一部を除く被災16市町でも独自の復興計画を検討し

ている(22)。 

 それらのビジョンが具体的にどのように描かれるかが注目される。そこでは居住、防災、

地域経済、コミュニティ、地域間連携など、多岐にわたる新しいまちづくりの設計図が描

かれるだろう。こうして描かれた新しいまちづくりの設計図が集約され、東北圏域レベル

の復興計画として有機的に結合するならば、それはもはや地域的なまちづくりのビジョン

にとどまらず、地方自治体の新しい標準的行政としての普遍性を帯びてくる。 

 その結果、これらを財政面で支える地財計画および地方交付税の構造も見直され、別枠

                                                                                 

(22) 読売新聞朝刊５月30日参照。 
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加算はこうした新しい標準的行政を体現する経費の一部として具体化されることが望まし

い。 

 別枠加算のような手法による財源保障を見直すこと。それはこうした新しい標準的行政

の模索を通じた財政需要の再構築を求めることかもしれない。近年、マクロの総額決定と

その配分方法という技術論に陥りがちな地方交付税制度は、もう一度、標準的行政の保障

という制度の原点に立ち返る必要があるのではないだろうか。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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